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１ 各競技運営における注意事項 

 (1) 緊急事案に備えての事前確認 

  ① 実施本部は、競技会場等における危険個所の確認･解消、避難場所の確認、避難経路･非常口の確

認、消火器等の設置場所･使用方法の確認、ＡＥＤ設置場所の確認、使用する設備、道具等の点検等

を行う。また、必要とする会場図やマニュアル等を作成する。 

  ② 役員･補助員は、緊急事案発生時に迅速かつ適切に対応する為、事象別対応を事前に理解しておく

とともに、会場図、避難経路図、マニュアル等により以下に示すことを確認しておく。 

   ア 避難場所、避難経路、非常口 

   イ ＡＥＤ設置場所･使用方法 

   ウ 消火器の設置場所･使用方法 

  ③ 会場設営等については十分に安全対策を行う。（テント設営における強風対策等） 

 (2) １日単位の競技運営の確認 

  ① 実施本部は以下に示すことを基準に１日単位の競技運営の流れを定め、各責任者等に周知してお

く。≪本頁 実施フロー図参照≫ 

  ② 災害や事件・事故が発生した場合は、様式－１【事故報告書】（ｐ６）により競技専門部委員長か

ら大会本部へ報告する。また、必要に応じて競技の運営状況を大会本部へ連絡する。 

③ 補助員の集合・解散時刻については、健康面・安全面、交通機関に十分留意して設定する。 

 

 (3) 緊急時の対応体制 

    競技運営に支障が発生した場合に備えて、各競技専門部でマニュアル等を作成しておくこと。 

  （例）・自然災害、地震、 弾道ミサイル等の対応  ・夜間等緊急連絡網の作成 

・不審者及び不審物等の対応 

大会実施の判断

1日単位の競技運営の流れ≪実施フロー図≫

大会実施の判断基準

　○災害
　○事件・事故　等
　○競技結果（１日の結果）
　○競技の中断・再開
　○連絡事項　等

大雨，暴風等の気象情報，地
震・津波情報，感染症による危
険等の情報に伴い，大会の中止
を判断した場合は大会本部へ連
絡する。

種目別大会 実施本部

・気象状況等の情報収集

・地震，津波の情報収集

・感染症等状況の情報収集

・競技会場の状況（破損，水溜）の確認

役員及び補助員の集合

・出欠確認，健康チェック

・業務内容の確認

会場・施設・設備の安全確認

・競技会場内

・観客席，周辺施設等

役員及び補助員の集合

会場・施設・設備の安全確認

解 散

大会本部
（宮城県高等学校体育連盟事務局）
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２ 緊急時の対応について 

 (1) 緊急事案 

  ① 競技会場等において以下の緊急事案が発生した場合、現場において迅速に適切な対応を取ると 

ともに、速やかに種目別大会実施本部（以下「実施本部」）に連絡する。各競技専門部委員長は、報

告様式（様式－１【事故報告書】ｐ６）に基づき、電話（第１報）で宮城県高等学校体育連盟事務

局（以下「大会本部」）へ報告する。 

   ア 災害（大雨、暴風、地震、落雷等） 

   イ 事故（交通事故等）人身事故等で傷病者が重篤な場合 

   ウ 弾道ミサイル発射時 

   エ その他 

  ② 以下の疾病等が発生し、医療機関等に搬送した場合は、報告様式（様式－１【事故報告書】ｐ

６）に基づき、大会本部に連絡する。 

   ア 怪我 

   イ 食中毒 

   ウ 熱中症 

   エ その他の病院搬送事例 

 (2) 救護本部及び救護所の設置等 

実施本部内に「救護本部」を設置するとともに、各競技会場には、「救護所」を設置する。また、 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）も併せて設置する。なお、救急車の手配及び連絡について事前に関

係機関と調整を行うこととする。 

 (3) 参加者の安全確保及び被害の拡大防止 

    緊急事案または疾病等が発生した場合、実施本部は、その事案を勘案し110番、又は119番通 

報し、大会参加者の安全確保を図るとともに、必要な措置を講じて被害の拡大防止に努める。 

 (4) 競技の中止・中断等の協議 

    緊急事案が発生した場合、実施本部は、必要に応じて関係団体・機関も含め、競技の中止、一時中

断、順延、入場者の制限、避難等について対応を協議する。また、競技の開催に先立ち、中止、中断

等の判断の手順及び決定者（会議等）を、予め決めておくこととする。 

    なお、中断・再開した場合も含めて競技の終了時刻については、選手及び役員・補助員等の健康管

理に十分配慮すること。 

 (5) 学校・関係機関への報告 

    上記の事由により競技の中止・中断等の協議を行った場合、実施本部は、大会本部及び学校・関係

機関に報告を行うこととする。また、大会本部は必要に応じてホームページ等を活用し、適切に対応

するものとする。 

 (6) 大会本部からの派遣 

    実施本部から報告を受けた大会本部は、関係機関への連絡・協議を行い、また、必要に応じて大会

本部から「大会委員長や大会委員」を実施本部に派遣する等、適切に対応するものとする。 

 (7) 最終判断者 

    大会全体に係る緊急時対応の最終的な判断については、大会会長（高体連会長）が行うものとす

る。競技種目別大会における緊急対応の最終的な判断については、専門部長が行うこととする。 
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３ 運営体制 ≪連絡フロー≫ 

 

 

【各競技専門部での記入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県教育委員会
（教育長）

　（県高体連理事長）

宮城県教育庁保健体育安全課
学校体育班022-221-3667

全国高体連
03-6268-0027

大 会 会 長 　（県高体連会長）

大 会 委 員 長

大会本部（宮城県高体連事務局）

022-349-0550

大会副会長 　（県高体連副会長）

・競技の中断・再開
・競技記録　等

通報

医療機関

警　　察
消　　防
保健所等

選手等宿舎

通報

緊急搬送 緊急搬送

各競技専門部委員長

緊急連絡先
　　電話：０２２－３４９－０５５０
　　ＦＡＸ：０２２－３４９－０５５２

種目別大会　実施本部
（各競技専門部事務局）

大会副委員長

大 会 委 員

　（県高体連事務局長）

　（県高体連事務局書記）

夜 間 等

緊急連絡

緊急連絡

（警察署）       警察署 ☎ 住所 

（医療機関①）       病院 ☎ 住所 

（医療機関②）       病院 ☎ 住所 

（保健所）       保健所 ☎ 住所 

（その他） ☎ 住所 

（その他） ☎ 住所 
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４ 緊急事案発生時における連絡体制 ≪連絡フロー≫ 

  
 

５ 大会の中断・順延・中止等の決定について ≪連絡フロー≫ 

◆

警察・消防

保健所

医療機関

学校 → 保護者

　会場地での対応　 　　↑

◆

種目別大会　実施本部

＜通報・連絡＞

（各競技専門部事務局）

全国高体連会長

報道機関への情報提供

　大会本部での対応　　↓

必要に応じ連絡

宮城県教育庁
保健体育安全課

宮城県教育委員会
（教育長）

○警察署
○消防署
○保健所
○(公財)全国高体連事務局

・緊急事案の内容整理と確認
・会場地への大会委員派遣の検討
・関係機関への連絡
・その他情報収集等

大会本部（宮城県高体連事務局）

022-349-0550

＜関係部署への連絡＞

緊急事案の発生

＜緊急連絡＞

電話（第１報），及び報告様式

〔広　　　報〕

（２）種目別大会の中止等を検討しなければならない状況

　　宮城県高体連会長あてに正式態度を報告
　　参加チームに通知

宮城県全域で，参加者の「生命，身体もしくは財産に重大な被害が生じ，又は生じるおそ
れがある事態」が発生した場合，弾道ミサイルが国内や領海内に発射され着弾した場合

〔情報入手〕

〔関係者召集〕

大会本部（宮城県高体連事務局）

〔関係者召集〕

〔協　　　議〕

態　度　決　定
〔広　　　報〕

宮城県高体連会長名で正式態度を各学校長
及び専門部長へ連絡・指示

地域的な気象警報，暴風警報等の重大警報等が発令された場合や，雷雲の接近にとも
ない落雷の危険が迫った場合，弾道ミサイルが国内や領海内に発射され避難指示が出
た場合　など

〔情報入手〕

実施本部（各競技専門部事務局）

（１）全競技の中止等を検討しなければならない状況

＜　緊　急　対　策　会　議　＞
大会会長・大会副会長・大会委員長・大会副委員長

＜　緊　急　対　策　会　議　＞
高体連専門部長・副部長・専門部委員長・専門部副委員長　等

〔協　　　議〕

態　度　決　定
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様式-１

会　長　 殿

（ ）

氏名： （ ）

（ ）

発信日時 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 分

人 （ 男 人， 女 人 ）

（男・女） 歳

学年

発生日時 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 分ごろ

発生場所

【搬送先】

【経過及び現状】

関係文書  その他別に送ります　・

備　　考

概　 要

一緒に送りますありません　・

【所　属】

【発生後の処理状況】

事　故　報　告　書 

報告事項

部長

【住　所】

高等学校長

高等学校
発 信 者

緊急連絡先：

【事故者】 人数

【氏
フ　リ　ガ　ナ

　名】

【発生状況】

●同行者所属･氏名：

高等学校 連絡先：

【区　分】 ①選手　②監督　③役員　④補助員　⑤その他（　　　　）

（自宅・携帯）● 〃 連 絡 先 ：

宮城県高等学校体育連盟

専門部○○○

多数の場合

は別紙一覧

を添付

● 医 療 機 関 名 ：
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６ 自然災害に対する対応 

(1) 荒天時（大雨、暴風警報等）の対応 

  ① 実施本部は、テレビ・ラジオ、インターネット等により大雨や暴風等の気象情報を随時確認・ 

収集する。 

  ② 事前に設定した時刻（例：競技開始３時間前等）において、競技開催地域に大雨警報、又は暴 

風警報（風速 20ｍ/ｓ以上）が発令されている場合は、原則として競技会を中止とする。その際、

各チーム、関係機関、役員･補助員等には迅速に連絡をする。 

 (2) 落雷（降雨含む）の対応 

  ① 競技開始前の準備 

    参加者の安全確保の為、落雷等の急激な気象状況の変化に対し、大会前に以下の準備をする。 

   ア 避難の必要が生じる場合を想定した避難場所・経路の確保及び指定（特に屋外競技） 

   イ 雷をはじめとする急激な気象変化を予見するための情報入手方法の決定 

   ウ 継続・中断・中止を判断する責任者と判断手順の決定 

  ② 競技の中断･中止等の判断 

    実施本部（主に屋外競技）は、落雷の気象状況変化の情報を早期に収集し、事前に定めた方法に

より競技の中断・中止等を適切に判断する。また、必要に応じて参加者に対し、気象状況や避難誘

導のアナウンスを行う。 

※ 落雷の場合、雷鳴が聞こえる距離（約 10km）の範囲内は、その場に落雷する可能性がある為、十

分注意する。 

(3) 地震の対応 

  ① 防災組織体制の整備 

    競技中に、地震により災害が発生、又は、発生する恐れがある場合に、実施本部は災害対策本 

部を設置し、大会本部や関係機関と緊密な連絡･協力の下、災害予防及び災害応急対策を実施す 

る。災害対策を円滑に進めることができるよう、事前に防災組織体制を整備する。 

 ◆災害対策本部の設置◆ 

構 成 役 割 

[本 部 長] 専門部長 災害対策会議の招集 

[副本部長] 専門部副部長 

〃 委員長、副委員長 
災害対策会議への参加 

防災・警備担当 

・災害発生時の選手・監督・役員等の安否の確認 

・大会本部や関係機関との連絡・情報収集、及び 

災害情報の取りまとめ 

競技運営担当 

・競技会場の施設･設備の確認 

・災害発生状況の確認、消火活動の指示（通報） 

・避難経路の確認、避難場所への案内･誘導 

医療・救護担当 

・負傷者の応急対応の指示 

・救護本部及び救護所との連絡調整 

・医療機関への搬送（救急車の手配） 

   



- 8 - 

  

 ② 避難場所・経路の確保及び指定 

 ア 避難経路等の確認 

   ・非常口や非常階段（ドアの施錠含む）の位置確認 

   ・避難経路の確保（２通り以上を確保）及び避難場所の確認（地図の準備） 

   ・危険個所（ガラスの飛散、重量物の移動・落下が想定される場所）の確認 

   ・防火シャッターの作動確認 

   ・避難場所への誘導者指定 

   ・災害時のアナウンス準備 

   ・競技会場施設の防火責任者の確認 

 イ 避難経路等の事前周知 

   ・避難経路等を大会参加者（選手・監督・役員・補助員）や観客に事前周知 

   ・大会参加者等に対する避難訓練等の実施 

 ウ 防災物品等の準備 

   ・防災物品（消火器、ＡＥＤ）等の管理点検及び使用方法の確認 

   ・情報資機材（メガフォン、ハンドマイク、トランシーバー）の準備 

   ・防災グッズ（飲料水、ラジオ、懐中電灯、乾電池、地図）の準備 

 エ 緊急連絡先及び防災関係連絡先の準備 

 

③ 地震発生時の対応 

    地震発生時に備え、時間経過に沿った行動内容を準備し、大会参加者及び観客に事前周知する。 

   【時間経過と行動内容（例）】 

⑴大揺れ（発生から３０秒～１分） 

  ・身の安全を守るため、頭部や首を持ち物（バッグ）や衣類等で保護 

  ・危険場所（窓ガラス付近）にいる場合は、少しでも安全な場所へ移動 

  ・安全な場所にいる場合は、その場で待機 

  ・身の安全を守りながら、次の行動（防火・消火、負傷者の有無、救命・救護）を想定 

⑵大揺れがおさまる（１～２分前後） 

  ・「出火の有無」「負傷者の有無」「建物倒壊の有無」「転倒、倒壊物の下敷きになっている 

者の有無」を確認 

  ・出火の発生や負傷者がいる場合は、消火、救出、救護、応急手当等を実施 

  ・本部員等に指名されている場合は、応急手当や負傷者搬送等は、周りの者に指示 

  ・出火の発生や負傷者がいない場合は、混乱を静め、安全確保に努める 

⑶余震への対応（２～５分前後） 

  ・災害対策本部の設置、大会参加者及び観客の安否情報の集約 

  ・通信授受機能の確認（電話、ＦＡＸ、無線電話、パソコン、ラジオ）、情報資機材（メガ 

フォン、ハンドマイク、トランシーバー）の用意 

  ・電気・水道・トイレ・ガスの使用可否の確認 

  ・交通機関、道路情報の集約 

  ・避難場所や危険個所（立入禁止区域）の確認、避難経路の確保 
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⑷避難（５分後以降） 

  ・備品の散乱、建物が傾いている、壁にヒビが入って崩れている等、現在の場所が安全を確

保できない場合は、予め実施本部が指定している避難場所へ案内・誘導 

  ・津波が想定される場合は直ちに、予め実施本部が指定している高台等の避難場所へ案内・ 

誘導 

  ・避難経路は、安全性を考慮し、河川沿いや海岸方向の道路を回避 

⑸競技会場に到着する前の対応 

 [出発前で自宅にいる場合] 

  ・そのまま自宅待機 

この場合、実施本部から学校を通じ、緊急連絡網により保護者等へ連絡 

 [競技会場へ移動中の場合] 

  ・安全な場所に移動した後、速やかに実施本部へ連絡し指示に従う 

なお、原則として、自宅に近いときは自宅へ戻り、競技会場地に近い場合は競技会場地へ

移動する（道路事情も勘案し判断） 

 [自家用車等で移動中（一般道路での車両通行中）の場合] 

  ・静かに左端に寄せて停車し、カーラジオ等で情報を収集しながら待機 

  ・居場所や車内の状態を実施本部へ連絡。また、その際、交通情報や警察・消防等の防災 

機関からの指示事項があれば、運転者や同乗責任者に伝える 

    ・実施本部は、被害状況等を基に大会の中止及び参加者避難について、必要に応じ関係機関を含め対

応を協議する。なお、その際、避難の必要がなくても、震度４以上の場合は、大会本部に報告する

とともに、対応についても協議する。 

④ アナウンス（例） 

※開会式直前 

「式典の最中に大きな地震が発生した場合は、頭部を持ち物などで保護し、防御姿勢を取っ

て下さい。また、避難の際は、出入口に人が殺到すると非常に危険ですので、係員の指示に

従って落ち着いて行動下さるようお願いします。 

 なお、建物に損害が出て、公共交通機関の運行に支障が出るような規模の地震になった場

合は、その時点で式典を中止する場合があります。」 

 ※競技の開始前など適宜 

「競技の最中に大きな地震が発生した場合は、頭部を持ち物などで保護し、防御姿勢を取っ

て下さい。また、危険な場所にいる場合は、直ちに安全な場所へ移動して下さい。避難経路

については、事前に確認して頂くとともに、避難の際は、出入口に人が殺到すると非常に危

険ですので、係員の指示に従って落ち着いて行動くださるようお願いします。なお、建物に

損害が出て、公共交通機関の運行に支障が出るような規模の地震になった場合は、その時点

で競技を中止する場合があります。」 

※地震発生後 

「只今、地震が発生しましたので、競技を一時中断いたします。現在、係員が調査中ですの

で、次のお知らせ迄、しばらくの間そのままお待ち下さい。」 
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※津波警報（注意報）が発令された場合 

「只今、津波警報（注意報）が発令されましたので、競技を一時中断いたします。現在、係

員が調査中ですので、次のお知らせ迄しばらくの間、そのままお待ち下さい。（又は、皆様

の安全のため、競技を中止し、ただいまより一時避難して頂きます。係員が誘導しますの

で、係員の指示に従って避難を開始して下さい。）」 

    ※競技の中止 

「皆様にお知らせします。先程発生しました地震は、震源地は○○県沖、震源の深さは約○

ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は○．○と推定されます。○○市の震度は○、この地

震により津波警報（注意報）が発令されましたので（この地震による津波の心配はありませ

ん。）、皆様の安全確保の為、競技を中止し、只今より一時避難していただきます。係員が誘

導しますので、係員の指示に従って避難を開始して下さい。」 

    ※競技の再開 

「皆様にお知らせします。先程発生しました地震は、震度○、震源地は○○県沖、地震の規

模（マグニチュード）は○．○と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

負傷者及び被害の報告はございませんでした、ご安心下さい。これより競技を再開しま

す。」 

⑤ 緊急地震速報への対応 

    ・緊急地震速報の受信準備（テレビ、ラジオ、携帯電話への配信等） 

    ・受信後に、避難の有無や安全確保等を、関係者へ連絡 

  ⑥ 競技の中止・中断の判断 

     震度４以上の地震が発生した場合、災害対策本部は災害対策会議を開催し、必要に応じて 

     関係団体・機関も含め、競技の中止、一時中断、順延、入場者の制限、避難等について対応 

を協議し、関係者に速やかに伝達する。 

⑦ 夜間休日等の対応 

     震度４以上の地震が夜間や休日に発生した場合は、役員はアクセス可能な範囲で参集し、 

災害対策にあたる。 

(4) 火災の対応 

  ① 火災が発生した場合、大声で周囲の人に注意を呼びかける 

  ② 非常ベルを押し、実施本部及び施設管理者に通報する 

  ③ 通報を受けた実施本部及び施設管理者は、直ちに119番通報する 

  ④ 実施本部は、施設職員と協力して、消火器により初期消火に当たる 

  ⑤ 消火器で消火できないときは、屋内消火栓等を使用して消火を行う 

  ⑥ 消防隊が到着したときは、消火活動を引き継ぐ 

  ⑦ 負傷者が発生した場合、係員は、負傷者を救護所に搬送する。救護所の医師等は、重症傷病者 

など医療機関に搬送する必要があると判断した場合は、応急処置を行った上で、１１９番通報し 

て、救急車の出動を要請する 

  ⑧ 実施本部は、火災及び被害の状況等を基に、競技の中止及び大会参加者の避難について、必要 

に応じ関係機関を含め対応を協議する 
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⑨ アナウンス（例） 

「○○で火災発生の為、只今から避難して頂きます。係員が誘導しますので、係員の指示に従

って避難を開始して下さい。」 

  ⑩ 係員は、消防設備図や避難経路図を参照し、予め消防用設備等の位置を確認しておく。 

(5) 熱中症予防及び対応について 

① 熱中症の予防にあたっては、JSPO 策定の「熱中症予防運動指針」を基本とし、「暑さ指数（ＷＢ

ＧＴ）」や気温ごとの指数を参考に、「熱中症警戒アラート」や環境省公開の「熱中症予防情報サ

イト」による暑さ指数の把握及び熱中症計による測定等により適切に対応するとともに、大会参

加者に対して、熱中症予防に関する注意喚起を行う。 

  ② 暑さ指数（WBGT）31℃以上の場合＝原則競技を中断あるいは中止する。 

③ 暑熱環境下において実施する競技会では次のような対策を講じることが望ましい。 

ア 参加者の水分補給や身体冷却のための休憩時間の設置 

イ 環境条件に応じて時間帯の変更や試合時間の短縮など活動時間の調整 

ウ 参加者が積極的に身体冷却を行える環境の整備 

エ 参加者の体調チェックを毎日実施し、体調が悪い場合には辞退させる 

オ 万一に備えた救急体制を構築し、医師または看護師の常駐はもとより、熱中症に特化した対応

を速やかに実施できる体制の準備 

  ※救急車の要請⇒涼しい場所への避難⇒身体冷却 

④ 暑さ指数（WBGT）に基づく競技会実施の可否判断を行う流れを取り決め、参加者へ事前に周知る。 

 ※環境条件により競技会を中止あるいは中断する可能性があることを事前に周知する。 

⑤ 熱中症傷病者の対応として、救護所内に熱中症に対する物品(ミネラルウォーター、冷却ロックア 

イス）などを配備する。 
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(6) クマへの対応 

① 大会前の準備 

 ア 事前にクマが出没した際の対応を協議し、避難の必要が生じる場合を想定した避難場所や経

路、役割分担、連絡体制等の決定 

 イ 継続・中断・中止を判断する責任者と判断手順の決定 

【参考】県立学校におけるクマへの対応について(保健体育安全課) 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/62269/tuiki.pdf 

② 大会期間中 

 ア 実施本部は、クマの目撃情報等の情報を随時確認・収集する 

 イ クマを寄せ付けないための予防対策を実施する 

ウ 事前に定めた方法により競技の中断・中止等を適切に判断する 

  

(7) 競技会開催中の気象情報等入手方法【参考】 

情 報 情報元・連絡先等 

天気一般 

（大雨･暴風等） 

〇仙台管区気象台ホームページ 

http://www.jma-net.go.jp/sendai/ 

〇仙台管区気象台  ☎022-297-8100（代） 

気象情報 

・注意報 

〇気象庁ホームページ（気象情報・注意報） 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html 

落 雷 
○気象庁「雷ナウキャスト」 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder2-1.html 

熱中症 
〇環境省熱中症予防情報サイト 

 https://www.wbgt.env.go.jp/ 

クマ関連 

〇令和 8年度クマ目撃等情報（宮城県） 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/r8kumamokugeki.html 

〇ツキノワグマの被害に遭わないために 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/kumatyuui.html 

 

７ 傷病等の予防及び対応 

 (1) 種目別大会における医療救護の基本対応について 

     実施本部内に「救護本部」を設置するとともに、各競技会場等には、「救護所」を設置する。ま

た、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を併せて設置する。なお、医師や看護師は可能な限り配置す

る。救急車の手配及び連絡についても事前に調整を行うこととする。 

  ① 業務内容 

   ア 応急処置及び必要に応じた救急搬送の要請 

   イ 医療救護に係る救護記録等の作成 

   ウ 医療機関を受診する患者の関係者（同行者）との連絡調整 

   エ 救急搬送された患者に関する事項の大会本部への報告 
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② 医療救護に係る記録・報告等 

     様式-１【事故報告書】（ｐ６） 

     様式-２【救護記 録】（ｐ１３）… 専門部にて保管 

※医師・看護師を配置できない場合は、事前に最寄りの医療機関と事前に調整を行うこと。 

 ※練習会場の救護所は必要に応じて設置する。救護所を設置しない場合は、係員の配置を行う等、

万一患者が発生した場合の対応を行う。 

(2) 食中毒発生時の対応について 

      実施本部は、食中毒が発生した場合は直ちに大会本部及び各保健所に通報･連絡する。 

 (3) 感染症（はしか･インフルエンザ等）の予防及び対応について 

① 感染症の予防について 

     大会本部は、大会開催前に実施本部を通じて選手の体調管理の指導を行うよう注意を促す。 

  ② 日常の対策について 

   ア うがい・手洗いを積極的に行う 

   イ 咳やくしゃみ等による感染を防ぐ為、マスクを着用する（咳エチケットの徹底） 

   ウ 慢性呼吸器疾患や慢性心疾患等の基礎疾患を有する者へは、健康観察等を特に強化し、早期 

    受診、早期治療に心がける 

  ③ 感染症の発生時における対応について 

   ア 医療機関で、はしか又はインフルエンザに感染若しくは感染の恐れがあると診断された選 

    手・監督等が発生した場合は、当該校と協議のうえ大会参加を見合わせることとし、実施本部 

    に報告する。実施本部は、速やかにその状況について大会本部へ報告すること 

   イ 罹患者との濃厚接触による二次感染者の確認を行い、その対応については、大会本部や関係 

    機関（医療機関、所轄保健所等）の指示を受けて対応し、集団感染の防止に努める 

   ウ 各会場においては定期的な換気の実施、消毒液等の配備をすること 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 区分の欄は選手・監督・役員・補助員・その他の区分を○で囲む。

様式－２

救　　護　　記　　録

　専門部 　　　　　年　　月　　日（　　） 会場名 （ ）

受付
Ｎｏ．

区　　分
学校名

（所属名）
氏　　名 性　別 年齢

来所時刻
退所時刻

症状及び疾病名
事故の概要等

処　　置 備　　考

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

※ 区分の欄は選手・監督・役員・補助員・その他の区分を○で囲む。

様式－２

救　　護　　記　　録

　専門部 　　　　　年　　月　　日（　　） 会場名 （ ）

受付
Ｎｏ．

区　　分
学校名

（所属名）
氏　　名 性　別 年齢

来所時刻
退所時刻

症状及び疾病名
事故の概要等

処　　置 備　　考

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）

選 ・ 監 ・ 役
補 ・ 他

男 ・ 女
（ ： ）

↓

（ ： ）
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８ 不審者に対する対応 

① 競技会場の巡回の実施 

    競技会場及び競技会場外も含め定期的に巡回するなど安全確保対策に努める。また、必要とす 

   る会場図やマニュアル等を作成する。 

  ② 不審者による危機発生時の緊急対応 

   ア 緊急連絡 

        ・第１発見者は近くの大会関係者へ緊急事態を報告  

   ・実施本部へ緊急連絡 

   イ 安全確保、避難指示、誘導 

    ・被害者の保護、大会参加者・大会関係者の安全確保 

    ・避難指示、誘導 

    ・負傷者の応急手当 

    ウ 警察署、消防署への緊急連絡 

    ・救急車の手配及び病院への搬送 

    ・保護者への緊急連絡 

    ・警察等への連絡・救援要請、到着後の現場への誘導 

   エ 鎮圧行動（可能な場合） 

    ・不審者の不法行為の鎮圧へ向けた応急手段の行使 

    ・不審者の拘束と暴動の鎮静化 

   オ 大会本部への緊急連絡 

   カ 事件・事故現場の保存措置 

  ③ 不審者による危機発生事後の対応 

   ア 安全確認 

    ・警察等との合意のもと、危機の一時的解除を確認 

    ・大会参加者・大会関係者の安全確認 

    ・大会参加者のクールダウン（心を静める）への配慮 

   イ 保護者・学校への連絡、競技の続行・日程変更・中止等の指示 

    ・保護者・学校への連絡 

    ・安全確保、競技の続行・日程変更・中止等の指示 

   ウ 二次被害対策 

    ・情報収集 

    ・二次被害への緊急対策 

   エ 記録 

    ・危機発生直後から危機の内容と危機対応の経過について時系列に沿った記録 
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現場に急行

競技の続行・変更・中止，被害者の状況等を把握・・・

不審者等における対応（フロー）

会場外に退去した

 所轄の警察署に情
 報を伝える

組織的対応（緊急）

　・複数の大会役員で対応
　・大会関係者から遠ざける
　・大会会場から出るように促す
　・大会会場外へ出るまで確認

立ち去らない

 所轄の警察署に連
 絡 し，対応を相談

競技の続行・変更・中
止，被害者の状況等を
報告

通報

不審者等発見時

①「いつ」「どこで」「だれが」「ど
うした」のか確認

②不審者の特徴（年齢，顔，服装，車
の車種・色・ナンバー等）

正当な理由あり
見きわめ

正当な理由なし 不審者の排除・拘束（可能な場合）

会場に案内する

不審者発見

不審者の確認

種目別大会 実施本部

大会関係者の安全確保

種目別大会 実施本部 緊急の場合１１０番通報

大 会 本 部

宮城県教育委員会
（保健体育安全課）

宮城県教育委員会
（ 教 育 長 ）
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 ９ 不審物に対する対応 

  ＜ケース１＞ 実施本部等に爆破予告等の電話が入った場合 

  ＜ケース２＞ 競技施設内で不審物等が見つかった場合 

  ① 電話を受信した場合は、直ちに110番通報するとともに、場所、爆破予告の時刻、爆破物の 

   種類、仕掛けた理由等の質問を行い、内容をメモする。（録音機を設置している場合は録音） 

  ② 不審物を発見した場合は、「触れず・動かさず・近づかず」に直ちに110番通報し、処理を 

   専門家に委ねる。 

  ③ 実施本部は、警察署等の検索結果を基に、競技会の中止及び大会参加者の避難について、必要 

   に応じ関係機関を含め対応を協議する。 

  ④ 放送（アナウンス）について【例】 

「皆様にお知らせします。只今、場内に不審物が持ち込まれている恐れがあることが判明

いたしました（ただいま場内に不審物が発見されました）。万が一に備え、皆様の安全の為

に、競技会を中止し、ただいまより一時避難して頂きます。係員が誘導しますので、係員

の指示に従って避難を開始して下さい。」 

  ⑤ 以下の物品等が発見された場合も、同様に110番通報する。 

   ア 法令等により所持が禁止されている銃砲、刀剣類 

   イ 可燃性燃料、化学薬品など危険と思われる物品 

   ウ 人に危害を加えるおそれのある動物 

   

＜ケース２＞　不審物

第一受信者 第一発見者

不審物等における対応（フロー）

第一発見者等

＜ケース１＞　電話

爆発物等発見時の三原則

　①触れない
　②動かさない
　③近づかない

競
技
の
続
行
・
変
更
・
中
止

、

被
害
者
の
状
況
等
を
報
告

①
通
報

協力

Ｙｅ ｓ

N o

Ｙｅ ｓ

　・役員等招集
　・競技中断等の判断
　・避難経路の確認
　・大会本部への連絡

　③放送
　　（場内アナウンス）

④避難誘導

②対応協議（緊急）

競技の続行・変更・中止，
被害者の状況等の把握

　N o対応判断

避難場所

宮城県警察本部

所轄警察署
所轄消防署

不審物の検索

　処理は専門家
　に任せる

不審物発見

種目別大会 実施本部

不審物発見

競技の再開競技の中止

大 会 本 部

宮城県教育委員会
（保健体育安全課）

宮城県教育委員会
（ 教 育 長 ）
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１０ 弾道ミサイル発射時に向けた対応 

(1) 事前の対応 

  ① 避難場所の確認 

    ・施設の避難手順を確認（施設管理者との確認） 

・避難所として利用できる施設の有無 

・ガラス破損等の爆風被害を受けにくい建物や地下等 

・避難人員を収容することができるスペース 

  ② 避難誘導の導線の確認 

    ・想定人数が移動可能な導線を確認 

    ・選手、応援生徒、観客等のエリア別に経路を確認 

  ③ 避難に向けた事前準備 

    ・手順の明確化 

・判断者の指定 

・連絡方法の確認 

・緊急連絡網の整備（①判断者⇔顧問・指導者 ②顧問⇔部員生徒 ③部員生徒⇔保護者  

④判断者⇔一般来場者 ⑤判断者⇔施設管理者） 

    ・誘導担当の指定 

    ・誘導手順の確認と模擬実験（シミュレーション） 

・避難後の対応（人員確認の方法、ケガ人等の対応） 

    ・避難終了後の対応と指示 

 (2) 競技開催中の対応  

◆原則として以下の判断は、各競技専門部長と委員長（競技会責任者）が行う◆ 

  ① Ｊアラートまたは競技会場区域に避難指示があった場合 

    ・原則として競技を中断し、安全確保に努める。 

  ② 安全性が確認された場合 

   ・競技の進行状況やその競技特性に応じて、再開または再試合とする。 

  ③ 国内または領海内に着弾した場合 

・競技を中断することとし、被弾の状況や競技特性により判断する。 

  ④ 被害があった場合の対応 

   ・安全に避難を継続するともに、情報の収集に努める。 

   ・参加校の人員把握を行う。 

   ・情報収集に努めるとともに、自治体及び施設、並びに所属校の指示を受ける。 

(3) 事後の対応 

  ① 対応の経緯と試合中断による事後対応策を、関係校に周知する。 

  ② ①の内容を、大会本部に報告する。(ｐ５参照) 
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(4) 弾道ミサイル発射等に係る対応フロー（県教委より） 

 

 

 

弾道ミサイル発射等に係る対応 
 

 

（１）弾道ミサイル発射時の対応 (日本に飛来する可能性のある場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発射された方向，発射数等をメデ

ィアから情報収集を行う。 

 

 

 

 

○定められた避難場所へ避難誘導を

行う。 

○外にいる場合には，校舎内へ避難

誘導し，窓から離れた場所で身を

守らせる。 

【登下校中・在宅時の避難行動】 

※登下校中は，児童生徒自身で判断

し，避難行動をとる必要があるこ

とから，指導を徹底する。 

※保護者・地域住民に登下校中・在

宅時の避難行動について周知し，

協力を依頼しておく。 

【校外活動中の避難行動】 

※登下校中の避難行動と同様の行動

をとらせる。 

※引率教員は，児童生徒の状況を学

校へ連絡する。 

 

 

 

 

 

○ミサイル通過の情報があった際，

避難行動の解除を行う。 

 

○必要に応じ，緊急メール等で通常

登校，始業時間の繰り下げ等を知

らせる。 

○児童生徒のケアを行う。 

○不審な物を発見した場合には，教

員，警察，消防等へ連絡をするよう

指導する 

屋 内 退 避 

J アラートによる情報伝達 

避難行動 
○直ちに建物の
中，又は地下
に避難する。  

○近くに建物等
がない場合
は，物陰に身
を隠すか地面
に伏せて頭部
を守る。 

避 難 行 動 解 除 

弾道ミサイル発射 

教職員 

校長 

ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射さ

れた模様です。建物の中，又は地下に避難して下

さい。(総務省消防庁) 

登下

校中 

在校

中 

避難行動 
○外にいる場合
は，直ちに校
舎内に避難す
る。  

○できるだけ窓
から離れ，で
きれば窓のな
い部屋に移動
する。 

J アラートによる情報伝達 

 

ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイル

は，●●地方から●●へ通過した模様です。不審

な物を発見した場合には，決して近寄らず，直ち

に警察や消防などに連絡して下さい。 

(総務省消防庁) 

 

教職員 

教職員 

○ミサイル通過の情報があった際

には，通常登校とする。 

在宅

中 

避難行動 
○直ちに建物の
中，又は地下
に避難する。 

○できるだけ窓
から離れ，で
きれば窓のな
い部屋に移動
する。 

 

（２）弾道ミサイル落下時の対応 (日本の領土・領海に落下する可能性がある場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○臨時休業・授業打ち切りの判断 

 

 

○落下可能性地域等をメディアから

情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

○外にいる場合には，校舎内へ避難

誘導し，窓から離れた場所で身を

守らせる。 

【登下校中・在宅時の避難行動】 

※登下校中は，児童生徒自身で判断

し，避難行動をとる必要があるこ

とから，指導を徹底する。 

※保護者・地域住民に登下校中の避

難行動について周知し，協力を依

頼しておく。 

【校外活動中の避難行動】 

※登下校中の避難行動と同様の行動

をとる。 

※児童生徒の状況を学校へ連絡す

る。 

 

○けが人の有無を確認。 

○換気扇を止め， 窓を閉め， 目張りを

して室内を密閉する。  

○弾頭の種類に応じて被害の様相や

対応が大きく異なるため，引き続

き情報収集を行う。 

 

 

○政府，自治体の指示の下，避難行

動をとる。 

○児童生徒の安否について緊急メー

ル等で発信する(可能な場合) 

 

○政府発表等の情報を基に，臨時休

業の解除の判断を行う。 

 

J アラートによる情報伝達 

避 難 行 動 継 続 

弾道ミサイル落下の可能性有り 

教職員 

 

直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中，又は

地下に避難して下さい。ミサイルが落下する可能

性があります。直ちに避難して下さい。 

(総務省消防庁) 

教職員 

J アラートによる情報伝達 

ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイルが●●地

方に落下した可能性があります。続報を伝達しま

すので，引き続き屋内に避難して下さい。 

(総務省消防庁) 

教職員 

避難行動 
○口と鼻をハ
ンカチで覆
いながら，
密閉性の高
い建物の
中，又は風
上に避難す
る。 

 

避難行動 
〇外にいる場
合は，口と
鼻をハンカ
チで覆いな
がら，直ち
に校舎内に
避難する。 

校長 

 

避 難 行 動 継 続 教職員 

登下

校中 

在校

中 

在宅

中 

登下

校中 

在校

中 

在宅

中 

避難行動 
○換気扇を止
め，窓を閉
め，目張り
をして室内
を密閉す
る。 

続報として，屋内退避解除，又は，引き続

き屋内退避，あるいは別地域への避難情報

が伝達される。 

教育委員会 
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宮城県高等学校総合体育大会における「個人情報及び肖像権に関する取り扱い」について 

 

宮城県高等学校体育連盟 

 

 宮城県高等学校体育連盟は、宮城県高等学校総合体育大会における大会参加申込書を通じて取

得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して、以下のとおり対応します。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

 (1) 大会プログラムに掲載されます。 

 (2) 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

 (3) 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

 (4) 組合せ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがあります。 

 

２ 競技結果（記録）等の取り扱い 

 (1) 宮城県高等学校体育連盟のホームページを通じて公開されます。 

 (2) 宮城県高等学校体育連盟、宮城県高等学校体育連盟各専門部、又はこれらに認められ 

   た報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

(3) 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載さ 

れることがあります。 

 

３ 肖像権に関する取り扱い 

 (1) 宮城県高等学校体育連盟、種目別大会実施本部、又はこれらに認められた報道機関等 

   によって撮影された写真が、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあ 

   ります。 

 (2) 宮城県高等学校体育連盟、種目別大会実施本部、又はこれらに認められた報道機関等 

   によって撮影された映像が、中継・録画放映及びインターネットにより配信されること 

   があります。 

 (3) この他、宮城県高等学校体育連盟及び種目別大会実施本部に許可を受けた写真撮影企 

   業等によって撮影されることがあります。 

 

４ 宮城県高等学校体育連盟、種目別大会実施本部の対応 

 (1) 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 

 (2) 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する御了承をいただいたものとして対応 

   させていただきます。 

 

 

 

 

 

 


